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成蹊大学 研究 正行為 通報窓口 関 規則  

 

                                制  定 2015年 日 

                                     大 学 評 議 会 

                                最新改正 2015年 10 28日 

 

 趣旨  

第 条 規則 成蹊大学研究コンプライアンス基本規則 以 基本規則 いう 第 20条

規定 基 成蹊大学 以 本学 いう い 研究 正行為 疑わ 場合 通報窓

口 関 必要 事 を定  

 通報窓口  

第 条 正行為 係 告発又 情報提供 以 情報提供等 いう 対応 通報窓口を

企画運営部企画運営課 設置  

 通報窓口 次 掲 業務を行う  

正行為 係 情報提供等 付 

正行為 係 情報提供等 情報 整理並び 最高管理責任者へ 次  

成蹊大学 研究費 正使用 係 調査等 関 規則又 成蹊大学 研究活動

正行為 係 調査等 関 規則 基 調査結果 対 異議申立 最高管理責任者へ

次  

次条第 書 い 氏 秘匿を希望 情報提供等を行 者へ 通知 

 正行為 係 情報提供等  

第 条 正行為 疑い あ 思料 者 通報窓口を通 情報提供等を行う  

 前 情報提供等 情報提供等を行 者 以 申立者等 いう 氏 及び情報提供等

内容を明示 書面 電 FAX 電子メ ル等 直接窓口 対 行わ

い 申立者等 そ 後 手続 氏 秘匿を希望  

 基本規則第 条第 号 規定 研究活動 正行為 係 情報提供等 場合 正行為を行

研究者又 研究グル プ等 氏 又 称 正行為 態様そ 他事案 内容 明示さ

正 合理的理由 示さ い みを 付  

 告発 意思を明示 い情報提供又 相談 い そ 内容を確認 精査 相当 理由 あ

認 場合 相談者 意思を確認 告発 準 扱いを行う  

 匿 情報提供等 あ 場合 通報窓口 そ 情報提供等 内容 応 顕 情

報提供等 あ 場合 準 扱いを行う  

 書面等 通報窓口 付 を申立者等 知 得 い方法 情報提供等 行わ

場合 通報窓口 申立者等 対 情報提供等を 付 を通知  

 申立者等 保護  

第 条 通報窓口 い 情報提供等 付 関係 者 申立者等 氏 を そ 対応を

通 知 得 内容を当 事案 調査等 関係 者を除 他 漏 い そ 職を

退い 後 様  

 関係者 排除  

第 条 通報窓口 係 業務 携わ 者 自 そ 情報提供等 関係 場合又 申立者等 利

害関係を 場合 当 情報提供等 処理 調査等 一切関 い  

情報提供等 付後 調査  

第 条 情報提供等を 付 後 当 情報提供等 調査手 及び調査結果 対 措置 い

成蹊大学 研究費 正使用 係 調査等 関 規則又 成蹊大学 研究活動

正行為 係 調査等 関 規則 定  

 規則 改廃  

第 条 規則 改廃 大学評議会 議を経 学長 決定  

 

   附 則 2015年 日制定  
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 規則 2015年 日 施行  

   附 則 2015年 日一部改正  

 規則 2015年 日 施行  

   附 則 2015年 13日一部改正  

 規則 015年 13日 施行  

   附 則 2015年10 28日一部改正  

 規則 2015年10 28日 施行  


